
第 28 回泉区和泉町住居表示検討委員会 

 

平成 27年７月 21日（火） 

午前 10時～  

泉区役所 １Ａ会議室 

 

次   第 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議題 

(1) 第四次地区 住居表示実施説明会開催チラシ配付後の問合せについて 

 

(2) 第四次地区の住居表示実施に向けたスケジュールについて 

 

(3) 第五次地区 町名の設定について 

 

(4) 次回検討委員会について 

 

４ 閉会 



住居表示実施説明会開催チラシ配付後の問合せについて 

 

１ 配付結果について 

  配布期間：平成 27年７月１３日(月)から平成 27年７月１７日(金)まで 

 

２ チラシ配布後の問合せについて 

 質問内容 回答・対応内容 

◇説明会の内容について 

 日程的に説明会に出られそうにない。ど

うしても出なければならないのか。 

参加は必須ではありません。八月中旬にお

配りする「住居表示のしおり」の内容をご

説明する会ですので、まずはしおりをご確

認ください。不明な点等ございましたら、

電話等でお問い合わせください。 

 

 

≪参考≫ 説明会の予約制について 

８月 15 日(土)と８月 23 日(日)の開催では、参加人数が開催場所の定員を超える可

能性があるため、事前予約制とします。 
・予約方法   ：電話予約(先着順) 
・予約先    ：横浜市市民局窓口サービス課 
・予約期間   ：７月３０日（木）から開催日前日まで 
・予約時受付内容：参加者氏名を記録 受付番号を発行 
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平成２７年７月 横浜市からのお知らせ 

 

 

 

 

 

お住まいの地域は、平成２７年９月７日(月)に住居表示の実施を予定しており、これま

でお使いの住所が変更となります。 

つきましては、住所変更に伴う手続等について、８月上旬ごろに配付する「住居表示の

しおり」に沿って説明しますので、いずれかご都合の良い日にご参加ください。 

 

１ 会場・日時 （会場の場所は、裏面の地図をご覧ください） 

 (１) 開催会場 

泉区役所 ４階 ４ＡＢＣ会議室 (泉区和泉町 ４６３６番地２) 

※ 会場への自動車や自転車でのご来場は、ご遠慮ください。 

    ※ 休日・夜間入口よりお入りください。(裏面地図参照)  

 (２) 開催日時 

 (３) 要予約の回について 

１５日と２３日は混雑が予測されるため、予約制とさせていただきます。 

ア 予約対象日 

平成２７年８月１５日（土） 

平成２７年８月２３日（日） 

イ 予約方法 

予約開始日  ：平成２７年７月３０日（木）１０時から 

(ア) 電話での予約 

    予約用電話番号：０４５－６７１－２３２１ 
            ※おかけ間違えのないようにご注意ください 

    予約受付時間 ：８時４５分から１７時まで 

(イ) 電子メールでの予約 

予約用メールアドレス：sh-juyoyaku@city.yokohama.jp 
記載頂く事項    ：参加者全員のお名前、ご希望の予約回 

※予約にあたり頂いた個人情報は、説明会の予約及び当日の受

付時のみ使用することとし、他の目的には使用しません。 

 

①  平成２７年８月１５日（土） １０時から ※要予約 定 員１２０名 

②  平成２７年８月１５日（土） １３時から ※要予約 定 員１２０名 

③  平成２７年８月１８日（火） １９時から 定 員１２０名 

④  平成２７年８月２３日（日） １０時から ※要予約 定 員１２０名 

⑤  平成２７年８月２７日（木） １９時から 定 員１２０名 

※ 当日は８月上旬ごろに配付する「住居表示のしおり」をお持ちください。 

※ それぞれ定員になりましたら、お手数ですが他の会場にご参加ください。 

泉 区 和 泉 町 第 四 次 地 区 の 

住居表示実施について説明会を開催します 

定員に達している場合、他の開催日をご

案内させていただくことがありますの

で、あらかじめご了承ください。 

※予約なしで来場された場合 

予約アドレス 
QR コード 



２ 説明内容 

  住居表示実施に伴う住所等変更手続について、「住居表示のしおり」に沿って説明し

ます。 

 ■新しい町の名前は 

和泉中央南四丁目、五丁目 です。 

 ■住所の表し方 

  <現在の住所は>   横浜市泉区和泉町○○○○番地○ 

  <新しい住所は>   横浜市泉区和泉中央南○丁目○番○号 

※新しい住所は８月中旬頃別途郵送される「通知書」をご確認ください。通知書は、住所等変

更手続の際に、証明書としてご利用いただけます。 

 

３ 説明会会場 

 区役所入口について 

    開庁時間外のため、夜間・休日入口よりお入りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 住居表示実施区域 

    住居表示実施の対象となる区域は、以下の範囲です。 

  



 

第四次地区の実施までのスケジュールについて 

平成 27年 1月 横浜市住居表示審議会 

 住居表示の適正な実施を図るために「横浜市住居表示審議会条例」に基づ

き設置されている市長の諮問機関で、新町界・新町名案が実施基準を満たし

ているか等について審議し、了承を頂きました。 

１月下旬から 

３月下旬まで 

基礎調査 

 新住所の街区番号及び住居番号を決めるため、横浜市の委託業者が、街区

を形成する道路等の調査や家屋の建ち並び状況の調査を行います。 

 なお、基礎調査の実施について対象地区にお住まいの方にお知らせするた

め、平成 27年１月下旬に自治会・町内会で回覧していただきました。 

２月 案の公示 

 審議会で案が承認されると、新町界・新町名案を広く事前周知するため、

「住居表示に関する法律」第５条の２第１項に基づく公示を、２月 25日の横

浜市報に、登載いたしました。 

４月上旬から 

９月上旬まで 

居住調査開始のお知らせ及び居住調査 

 「通知書」発行の対象となる方、事業所の有無などについて、横浜市の委

託業者が各戸を訪問し、調査を実施中です。 

 なお、居住調査の実施について対象地区にお住まいの方にお知らせするた

めのチラシは、平成 27年４月８日に全戸配付完了しました。 

５月 横浜市会 

 住居表示に関する法律第３条第１項及び地方自治法 260 条第１項に基づ

き、新町界・新町名案等を横浜市会に提案を行い、議決を頂きました。本議

決によって、新町界・新町名が決定しました。 

７月 実施の告示 

 平成 27年７月３日発行の横浜市報にて、新町界・新町名案、住居表示実施

日の告示を行いました。 

８月 新住所通知・地元説明会開催のお知らせ及び地元説明会 

 住居表示実施日の約１か月前に、新住所を通知します。併せて住居表示実

施に伴う住所変更等手続について案内する「住居表示のしおり」や住居番号

表示板、新旧住所案内図などを全戸配付します。 

 また、住所変更等手続に関する地元説明会を開催します。地元説明会開催

のお知らせのチラシは、平成 27 年７月 13 日から平成 27 年７月 17 日の間で

全戸配付を行いました。 
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９月 住居表示実施 

 実施日は平成 27年９月７日(月)になります。 

住居表示実施日以降は、住居表示に関する法律第６条第１項に基づき、新

住所をお使いいただきます。 

 また、実施日以降に、住民の方々に住所変更等手続をお願いします。 



第五次地区の町名の設定について 

 平成 28年度、平成 29年度実施予定の泉区和泉町住居表示第五次・第六次地区の町

名について、案を作成しました。つきましては、それぞれの案のメリット、デメリッ

トを以下に記しますので、ご検討をお願いします。 

 

○ 町名案① 

メリット 

・住居表示実施の際、第五次で一丁目から三丁目、第六次で四丁目から六丁目

までと、切りがよくわかりやすい。 

・分かりやすい町づくりのために行っている「町は一筆書きで書けるように配

置する」という慣例に従い、町の設定を行える。 

デメリット 

・立場駅、いずみ中央駅(以下 両駅)どちらから見ても長後街道沿いに町名が並

ばず、分かりにくくなる可能性がある。 

 

○ 町名案② 

メリット 

・住居表示実施の際、第五次で一丁目から三丁目、第六次で四丁目から六丁目

までと、切りがよくわかりやすい。 

・分かりやすい町づくりのために行っている「町は一筆書きで書けるように配

置する」という慣例に従い、町の設定を行える。 

・一丁目の設定を、和泉町住居表示第一次地区から第三次地区と同じように南

東部に設定できる。 

デメリット 

・両駅から見ても長後街道沿いに町名が並ばず、分かりにくくなる可能性があ

る。 

 

○ 町名案③ 

メリット 

・両駅から見ても長後街道沿いに町が並び、分かりやすい。 

・一丁目の設定を、和泉町住居表示第一次地区から第三次地区と同じように南

東部に設定できる。 

デメリット 

・四丁目から五丁目のつながりがなく、分かりやすい町づくりのために行って

いる「町は一筆書きで書けるように配置する」という慣例から外れてしまう。 

・早急に第六次地区の実施区域、町名、町界を決定しなくてはならない。 

(案の地元説明会のため、現地調査を含め９月中旬までに確定しておかないと

いけない) 
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